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○富山市都市公園条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第２３４号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３５５号 

平成１９年１２月２０日富山市条例第５２号 

平成２４年１２月２１日富山市条例第７７号 

平成２６年３月２８日富山市条例第２６号 

平成３０年３月２７日富山市条例第３５号 

平成３０年１２月２６日富山市条例第６４号 
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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）及び法に基づく

命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項を定めるものとする。 

第１章の２ 都市公園及び公園施設の設置基準 

（都市公園の設置基準） 

第１条の２ 法第３条第１項の条例で定める基準は、次条及び第１条の４に定めるところによる。 

（敷地面積の標準） 

第１条の３ 都市公園の市民１人当たりの敷地面積の標準は、１０平方メートル以上とし、市街地

の都市公園の当該市街地の市民１人当たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以上とする。 

（配置及び規模の基準） 
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第１条の４ 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園

の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げると

ころによりその配置及び規模を定めるものとする。 

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住

する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、０．２５ヘクタールを

標準として定めること。 

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する

者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準として

定めること。 

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域

内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、４ヘクタール

を標準として定めること。 

(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする

都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の

利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に

供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて

都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。 

２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致

の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林

地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供する

ことを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合におい

ては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように

配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の設置基準） 

第１条の５ 法第４条第１項の条例で定める割合は、１００分の４とする。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」という。）第６条第１項第１号に掲

げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、

当該都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度として前項の規定により認められる建築面積

を超えることができることとする。 
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３ 令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の２０を限度として第１項の

規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

４ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度として前３項の

規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

５ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の２を限度として前各項の規

定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

（公園施設に関する制限） 

第１条の６ 令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の５０とする。 

第２章 都市公園の管理 

（指定管理者による管理） 

第１条の７ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の都市公園（以下「指定管理者管理施設」という。）の管理を法人その他の団体であって市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

(1) 大沢野中央公園、猿倉山公園、大沢野中学校跡地公園、大沢野総合運動公園及び春日健康

ふれあい公園 

(2) 合併前の八尾町の区域の都市公園 

(3) 合併前の婦中町の区域の都市公園 

（指定管理者が行う業務） 

第１条の８ 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者管理施設の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 指定管理者管理施設に係る次条の規定による許可に関する業務 

(3) 前号に規定する許可に係る使用料の徴収に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者管理施設の管理に関し市長が必要と認める業務 

（行為の制限） 

第２条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長（指定管理者管理施設にあっ

ては、指定管理者。この条、第４条第９号及び第５条において同じ。）の許可を受けなければな
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らない。 

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。 

(2) 興行を行うこと。 

(3) 演説、集会、競技会、展示会、撮影会、博覧会その他これらに類する催しをすること。 

(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理上必要があると認める行為をすること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、

行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した

申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。 

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合

に限り第１項又は第３項の許可を与えることができる。 

５ 市長は、第１項又は第３項の許可に、都市公園の管理のため必要な条件を付することができる。 

（許可の特例） 

第３条 法第６条第１項又は第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第１

項又は第３項の許可を受けることを要しない。 

（行為の禁止） 

第４条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、法第

６条第１項若しくは第３項又は第２条第１項若しくは第３項の許可に係るものについては、この

限りでない。 

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(3) 土地の形質を変更すること。 

(4) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は留め置くこと。 

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理に支障があると認める行為をすること。 
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（利用の禁止又は制限） 

第５条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は

都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、

又は利用者の安全を図るため、区域を定めて都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限

することができる。 

（公園施設の設置等の申請事項） 

第６条 法第５条第１項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項 

ア 設置する公園施設の種類及び数量 

イ 設置の目的 

ウ 設置の期間 

エ 設置の場所 

オ 公園施設の構造 

カ 公園施設の管理の方法 

キ 設置及び管理に要する資金計画 

ク 工事実施の方法及び工期（工事の着手及び完了の時期） 

ケ 都市公園の原状回復 

コ 使用料その他市長の指示する事項 

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項 

ア 管理する公園施設及び数量 

イ 管理の目的 

ウ 管理の期間 

エ 管理の方法 

オ 管理に要する資金計画 

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項 

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項 

ア 既に受けた許可の年月日及び番号 

イ 変更する事項及び変更の理由 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長の指示する事項 



 6 

２ 法第６条第２項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 占用物件の種類及び数量 

(2) 管理の方法 

(3) 工事実施の方法及び工事の期間（工事の着手及び完了の時期） 

(4) 原状回復 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項 

（占用許可事項の軽易な変更） 

第７条 法第６条第３項ただし書に規定する軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装 

(2) 占用物件の構造を変えない修繕 

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替 

（添付書類） 

第８条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受

けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付し

なければならない。 

（使用料等） 

第９条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第２条第１項若しくは第３項の許可

を受けた者は、別表第１に定めるところにより算定した額（消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）第６条の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、この額に１００分の１１０

を乗じて得た額）の使用料又は占用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用

料又は占用料の額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数

があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。 

２ 別表第２に掲げる駐車場を使用する者（以下この条において「駐車場使用者」という。）は、同

表に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。 

３ 第１項の使用料又は占用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、許可の際徴収す

る。 

４ 第２項の使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、駐車場使用者が出場する際

徴収する。 

５ 既納の使用料又は占用料（第１項又は第２項の使用料又は占用料をいう。以下「使用料等」と
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いう。）は、還付しない。ただし、許可を受けた者又は駐車場使用者（次条において「使用者」

という。）の責めに帰することができない事由によりその利用又は占用ができなくなった場合そ

の他市長が正当な事由があると認めた場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。 

６ 前各項に規定するもののほか、使用料等の徴収について必要な事項は、規則で定める。 

（使用料等の減免） 

第１０条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用者の申請により、使用料

等の全部又は一部を免除することができる。 

（監督処分） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可

を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しく

は都市公園からの退去を命ずることができる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している

者 

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた

者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者管理施設における許可の取消し、その効力の停止又は

その条件の変更は、指定管理者が行うことができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１２条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第２条第１項若しくは第３項の許

可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

第１３条 削除 

第３章 工作物等の保管の手続等 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 

第１４条 法第２７条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 
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(1) 保管した工作物その他の物件又は施設（以下この章において「工作物等」という。）の名称

又は種類、形状及び数量 

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 

（工作物等を保管した場合の公示の方法等） 

第１５条 法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して１４日間、規則で定める場所に掲

示すること。 

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に必要と認められるものについては、同号の公示の期

間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有す

る者（第１８条において「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができないときは、

その公示の要旨を市広報又は新聞紙に掲載すること。 

２ 市長は、保管した工作物等について記録した書類を作成するとともに、これを規則で定める場

所に備え付け、関係者に閲覧させなければならない。 

（工作物等の価額の評価の方法） 

第１６条 法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当

該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行

うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価

に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 

（工作物等を売却する場合の手続） 

第１７条 法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなけ

ればならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すること

が適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。 

（工作物等を返還する場合の手続） 

第１８条 市長は、保管した工作物等（法第２７条第６項の規定により売却した代金を含む。）を当

該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提

示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明

させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。 
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第４章 雑則 

（届出） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。 

(1) 法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者が、その許可又は変

更の許可に係る工事に着手したとき、及び工事を完了したとき。 

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止又は廃止した

とき。 

(3) 第１号に掲げる者が、法第１０条第１項の規定により都市公園を原状に回復したとき。 

(4) 法第２６条第２項若しくは第４項、法第２７条第１項若しくは第２項又は第１１条第１項

若しくは第２項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。 

（都市公園の区域の変更及び廃止） 

第２０条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名

称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなけ

ればならない。 

（公園予定区域及び公園施設についての準用） 

第２１条 第２条から第１９条まで（第１３条を除く。）の規定は、法第３３条第４項に規定する公

園予定区域又は予定公園施設について準用する。 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

（過料） 

第２３条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

(1) 第２条第１項又は第３項（第２１条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

に違反して同条第１項各号に掲げる行為をした者 

(2) 第４条（第２１条において準用する場合を含む。）の規定に違反して同条各号に掲げる行為

をした者 

(3) 第１１条第１項又は第２項（第２１条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規

定による市長の命令に違反した者 
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第２４条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５

倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下

の過料に処する。 

第２５条 法第５条の１１の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用

については、市長とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日までに、合併前の富山市都市公

園条例（昭和４６年富山市条例第１６号）、大沢野町都市公園条例（昭和６３年大沢野町条例第

１６号）、大山町都市公園条例（昭和５５年大山町条例第２号）、八尾町都市公園条例（昭和６２

年八尾町条例第７５５号）又は婦中町都市公園条例（昭和５２年婦中町条例第２１号）（次項に

おいてこれらを「合併前の条例」という。）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３５５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１９条第４号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市都市公園条例第２条第１項

若しくは第３項の規定によりした許可又は同条第２項若しくは第３項の規定によりされた許可

の申請は、この条例による改正後の富山市都市公園条例第２条第１項若しくは第３項の規定によ

りした承認又は同条第２項若しくは第３項の規定によりされた許可の申請とみなす。 

附 則（平成１９年１２月２０日富山市条例第５２号） 

この条例は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日富山市条例第７７号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１条の２の改正規定（「。以下「法」
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という。」を削る部分に限る。）及び「第４章 罰則」を「第５章 罰則」に改める改正規定は、公

布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日富山市条例第２６号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日富山市条例第３５号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２６日富山市条例第６４号） 

この条例は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日富山市条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(1) 第１条中富山市都市公園条例第１１条第１項及び第１２条の改正規定 公布の日 

(2) 第２条及び附則第３項の規定 平成３１年１０月１日 

（適用区分） 

２ 第１条の規定（前項第１号に規定する改正規定を除く。）による改正後の富山市都市公園条例の

規定は、この条例の施行の日以後に城址公園バス駐車場に入場した自動車について適用する。 

（経過措置） 

３ 附則第１項第２号に規定する規定の施行の日前に城址公園バス駐車場に入場し、同日以後引き

続いて駐車している自動車に係る使用料の額については、なお従前の例による。 

別表第１（第９条関係） 

区分 単位 金額（円） 

１ 公園施設を設ける場合 １平方メートルにつき１月 ９０ 

２ 公園施設を貸し付ける場合 １平方メートルにつき１月 １００ 

３ 都市公園を占用する場合     

(1) 電柱     

ア 第１種電柱 １本につき１年 １，０００ 

イ 第２種電柱 １本につき１年 １，６００ 

ウ 第３種電柱 １本につき１年 ２，２００ 
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(2) 電話柱     

ア 第１種電話柱 １本につき１年 ９３０ 

イ 第２種電話柱 １本につき１年 １，５００ 

ウ 第３種電話柱 １本につき１年 ２，１００ 

(3) その他の柱類及び支線 １本につき１年 ７２ 

(4) 地下電線その他地下に設ける線類 長さ１メートルにつき１年 ５ 

(5) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 １個につき１年 １，４００ 

(6) 鉄塔その他これに類するもの １平方メートルにつき１年 １，４００ 

(7) 郵便差出箱及び信書便差出箱 １個につき１年 ６００ 

(8) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する

もの 

  

ア 外径が０．１メートル未満のもの 長さ１メートルにつき１年 ４８ 

イ 外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満

のもの 

長さ１メートルにつき１年 ７２ 

ウ 外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満

のもの 

長さ１メートルにつき１年 ９５ 

エ 外径が０．２メートル以上０．４メートル未満の

もの 

長さ１メートルにつき１年 １９０ 

オ 外径が０．４メートル以上１メートル未満のもの 長さ１メートルにつき１年 ４８０ 

カ 外径が１メートル以上のもの 長さ１メートルにつき１年 ９５０ 

(9) 水道施設、下水道施設、変電所、熱供給施設、公

共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けら

れるもの 

１平方メートルにつき１年 １，５００ 

(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及

び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 

１平方メートルにつき１月 ４４０ 

(11) 太陽電池発電施設、燃料電池発電施設で地下に設

けられるもの及び蓄電池で地下に設けられるもの 

１平方メートルにつき１年 １，０００ 

(12) 社会福祉施設 １年 富山市行政財産

使用料条例（平成
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１７年富山市条

例第７０号）別表

第１の例により

算定した年額 

４ 第２条第１項各号に掲げる行為をする場合     

(1) 業として行う写真の撮影 １人につき１日 ４００ 

(2) 業として行う映画の撮影 １件につき１日 ８，０００ 

(3) 興行 １件につき１日 ８，０００ 

(4) 展示会、撮影会、博覧会その他これらに類する催

し 

１件につき１日 １，６００ 

(5) 行商、出店その他これらに類する行為 １件につき１日 ４００ 

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３条以

下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支

持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３

種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱を

いい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する

者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱と

は、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話柱のう

ち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 占用面積が１平方メートル未満であるとき、又はこの面積に１平方メートル未満の端数が

あるときは、１平方メートルとして計算する。 

４ 占用物件の長さが１メートル未満であるとき、又はこの長さに１メートル未満の端数があ

るときは、１メートルとして計算する。 

５ 使用料等の額が年額で定められている場合において占用の期間が１年未満であるとき、又

はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお１月未満の端数があ

るときは１月として計算する。 

６ 使用料等の額が月額で定められている場合において占用の期間が１月未満であるとき、又
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はその期間に１月未満の端数があるときは、１月として計算する。 

別表第２（第９条関係） 

駐車場名 種別 単位 金額（円） 

城址公園バス駐

車場 

基本料金 入場した時から１時間までにつき １台 １，１００ 

加算料金 入場した時から１時間を超える時間３０分ま

でごとにつき １台 

３３０ 

備考 城址公園バス駐車場の午前８時から午後１１時までの時間（１時間経過時（入場した時か

ら１時間を経過した時をいう。以下同じ。）から出場までの時間を当該１時間経過時から３０

分までごとに区分した場合における各区分に係る時間のうち、午前８時の前後にまたがるもの

を除き、午後１１時の前後にまたがるものを含む。以下「昼間時間帯」という。）の加算料金

の額は、一の昼間時間帯につき２，７５０円を限度とし、午後１１時から翌日の午前８時まで

の時間（１時間経過時から出場までの時間を当該１時間経過時から３０分までごとに区分した

場合における各区分に係る時間のうち、午後１１時の前後にまたがるものを除き、午前８時の

前後にまたがるものを含む。以下「夜間時間帯」という。）の加算料金の額は、一の夜間時間

帯につき１，６５０円を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

○富山市猿倉山森林公園条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第２１１号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３４７号 

平成２６年３月２８日富山市条例第４号 

平成２６年９月２９日富山市条例第５１号 

平成３１年３月２６日富山市条例第９号 

（設置） 

第１条 森林の有する保健休養機能を確保し、及び増進するとともに、市民の健康増進と情操の純

化を図るため、富山市猿倉山森林公園（以下「公園」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 公園の位置は、富山市舟倉４６番地とする。 

（施設） 

第３条 公園に次に掲げる施設を置く。 

(1) キャンプ場 

(2) 前号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な施設 

（指定管理者による管理） 

第３条の２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に公園の管理を

行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第３条の３ 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。 

(1) 公園の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 第３条第１号に掲げる施設の使用の承認に関する業務 

(3) 第１４条の規定による許可に関する業務 

(4) 別表に掲げる施設の使用料の徴収に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に関し市長が必要と認める業務 

（休場日） 

第３条の４ キャンプ場の休場日は、１１月の第２日曜日の翌日から翌年の４月２８日までの日と
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する。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれ

を変更することができる。 

（使用の承認） 

第４条 第３条第１号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受

けなければならない。 

２ 前項の承認には、公園の管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の不承認） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しない

ものとする。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、公園の管理上特に支障があるとき。 

（使用の承認の取消し等） 

第６条 指定管理者は、第４条の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若し

くは停止することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

(3) 第４条第２項の規定による承認の条件に違反したとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。 

（使用料） 

第７条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に定める額の使用料を納付しなければな

らない。 

２ 使用料は、使用の際納入するものとする。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の
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全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備） 

第１１条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指

定管理者の承認を受けなければならない。 

（原状回復） 

第１２条 使用者は、使用を終了したとき（第６条第１項の規定により使用の承認を取り消された

ときを含む。）は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１３条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害

を賠償しなければならない。 

（行為の制限） 

第１４条 公園において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、指定管理者の

許可を受けなければならない。 

（行為の禁止） 

第１５条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理に支障があると認める行為をするこ

と。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の大沢野町森林公園条例（昭和５８年大沢野町条例

第３号）及び猿倉コミュニティーセンター設置条例（昭和６２年大沢野町条例第１８号）の規定

に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３４７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市猿倉山森林公園条例第４条

第１項若しくは第１４条の規定によりした承認若しくは許可又はこれらの規定によりされた承

認若しくは許可の申請は、この条例による改正後の富山市猿倉山森林公園条例第４条第１項若し

くは第１４条の規定によりした承認若しくは許可又はこれらの規定によりされた承認若しくは

許可の申請とみなす。 

附 則（平成２６年３月２８日富山市条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日富山市条例第５１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日富山市条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

別表（第３条の３、第７条関係） 

種別 単位 金額（円） 

キャンプ場 １人につき１日 １００ 

附属設備 規則で定める額 
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○富山市スポーツ施設条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第２８６号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３６５号 

平成１７年１２月２２日富山市条例第３７９号 

平成１８年９月２６日富山市条例第７１号 

平成１９年３月２６日富山市条例第２５号 

平成２０年３月２６日富山市条例第４１号 

平成２１年３月２３日富山市条例第１８号 

平成２２年３月２５日富山市条例第１９号 

平成２２年９月２８日富山市条例第５０号 

平成２４年３月２６日富山市条例第１４号 

平成２４年１２月２１日富山市条例第６３号 

平成２５年３月２７日富山市条例第１５号 

平成２５年６月２８日富山市条例第２８号 

平成２６年３月２８日富山市条例第１９号 

平成２６年９月２９日富山市条例第５０号 

平成２６年１２月１６日富山市条例第６６号 

平成２８年３月２５日富山市条例第２６号 

平成２８年６月１７日富山市条例第５４号 

平成２９年３月２４日富山市条例第２１号 

平成３０年３月２７日富山市条例第３２号 

平成３０年９月２７日富山市条例第５３号 

平成３１年３月２６日富山市条例第９号 

（設置） 

第１条 市民のスポーツ振興を図り、市民の健康増進に寄与するため、スポーツ施設を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 位置 
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１ 富山市総合体育館 富山市湊入船町１２番１号 

２ 富山市東富山体育館 富山市米田１６番地２ 

３ 富山市２０００年体育館 富山市天正寺１４００番地 

４ 富山市勤労身体障害者体育センター 富山市水橋畠等２９８番地２ 

５ 富山市花木体育センター 富山市花木２８番地 

６ 富山市民球場 富山市下飯野３０番地１ 

７ 富山市民プール 富山市荒川四丁目１番７０号 

８ 富山市東富山温水プール 富山市米田６５番地４ 

９ 富山市北部プール 富山市米田６５番地４ 

１０ 富山市北部錬成館 富山市高畠町二丁目１１番４７号 

１１ 富山市水橋錬成館 富山市水橋辻ヶ堂１２９番地１ 

１２ 富山市蜷川ちびっこ運動場 富山市赤田５０番地 

１３ 富山市和合運動広場 富山市布目３３９４番地８ 

１４ 富山市五艘運動広場 富山市五艘２番地 

１５ 富山市大久保運動広場 富山市栗山５５１番地 

１６ 富山市呉羽運動広場 富山市住吉１０８１番地１ 

１７ 富山市東富山運動広場 富山市米田４５番地１ 

１８ 富山市西番運動広場 富山市西番１００番地 

１９ 富山市奥田北少年サッカー広場 富山市下新北町２番１１号 

２０ 富山市馬場記念公園庭球場 富山市蓮町一丁目４番３０号 

２１ 富山市石坂庭球場 富山市石坂３４５２番地３ 

２２ 富山市蜷川庭球場 富山市赤田５０番地 

２３ 富山市五艘庭球場 富山市五艘２番地 

２４ 富山市月岡庭球場 富山市月岡東緑町四丁目４４番地２ 

２５ 富山市呉羽庭球場 富山市住吉１０７３番地３ 

２６ 富山市星井町庭球場 富山市西中野町二丁目１番２４号 

２７ 富山市布瀬南公園庭球場 富山市布瀬町南三丁目７番地１ 

２８ 富山市西番庭球場 富山市西番１００番地 

２９ 富山市城東ふれあい公園庭球場 富山市荒川四丁目１番７０号 
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３０ 富山市東富山運動広場庭球場 富山市米田４５番地１ 

３１ 富山市相撲場 富山市磯部町一丁目１番１０号 

３２ 富山市屋内ゲートボール場 富山市布瀬町南三丁目７番地１ 

３３ 富山市パークゴルフ場 富山市岩瀬天池町１番地８ 

３４ 富山市常願寺川パークゴルフ場 富山市大島三丁目１７７番地先 

３５ 富山市屋内競技場 富山市八木山８４番地 

３６ 富山市大沢野青少年体育センター 富山市高内１１４番地１ 

３７ 富山市下夕南部体育館 富山市舟渡６６番地 

３８ 富山市下夕北部体育館 富山市布尻６７２番地 

３９ 富山市大沢野総合運動公園野球場 富山市八木山６５０番地 

４０ 富山市大沢野総合運動公園陸上競技場 富山市八木山６５０番地 

４１ 富山市大沢野グラウンド 富山市高内１１６番地１ 

４２ 富山市大沢野プール 富山市八木山７０番地１ 

４３ 富山市大沢野武道館 富山市高内１１４番地１ 

４４ 富山市西大沢運動広場 富山市西大沢２５２５番地 

４５ 富山市下夕南部グラウンド 富山市東猪谷１２３３番地２ 

４６ 富山市下タ北部グラウンド 富山市布尻１４５番地 

４７ 富山市大山社会体育館 富山市花崎３７８番地 

４８ 富山市大山総合体育センター 富山市花崎３８６番地 

４９ 富山市大山B＆G海洋センター体育館 富山市本宮１２番地 

５０ 富山市大山B＆G海洋センタープール 富山市小見２３３番地３ 

５１ 富山市大山総合グラウンド 富山市花崎３９１番地 

５２ 富山市立山山麓運動広場 富山市本宮３番地２０ 

５３ 富山市大山テニスコート 富山市花崎３２９番地 

５４ 富山市八尾スポーツアリーナ 富山市八尾町井田１０１番地 

５５ 富山市スポーツ・カヌーセンター 富山市八尾町高熊１０番地１ 

５６ 富山市八尾B＆G海洋センタープール 富山市八尾町福島１８１番地 

５７ 富山市八尾ゆめの森テニスコート 富山市八尾町下笹原５０８番地 

５８ 富山市婦中体育館 富山市婦中町砂子田１番地１ 
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５９ 富山市婦中体育館音川分館 富山市婦中町外輪野５２３０番地１ 

６０ 富山市婦中スポーツプラザプール 富山市婦中町板倉２６９番地１ 

６１ 富山市婦中スポーツプラザグラウンド 富山市婦中町板倉２６９番地１ 

６２ 富山市婦中スポーツプラザテニスコート 富山市婦中町板倉２６９番地１ 

６３ 富山市婦中武道館 富山市婦中町長沢４２８番地 

６４ 富山市ストリートスポーツパーク 富山市婦中町下轡田７５９番地１ 

６５ 富山市婦中パークゴルフ場 富山市婦中町羽根１０６８番地８ 

６６ 富山市山田総合体育センター 富山市山田中瀬２番地 

６７ 富山市山田総合グラウンド 富山市山田中瀬２番地 

６８ 富山市猪谷プール 富山市猪谷９１９番地 

（指定管理者による管理） 

第２条の２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に前条の表１の項から１０の項まで、１２の項から３３の項まで、３５の項、３６の項、

３９の項から４４の項まで、４７の項、４８の項、５１の項、５３の項、５６の項、５７の項及

び６５の項に掲げるスポーツ施設（以下「指定管理者管理施設」という。）の管理を行わせるも

のとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第２条の３ 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者管理施設の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 指定管理者管理施設の使用の承認に関する業務 

(3) 指定管理者管理施設の使用料（第２条の表５６の項及び５７の項にあっては、利用料金）

の徴収に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者管理施設の管理に関し市長が必要と認める業務 

（供用日等） 

第２条の４ スポーツ施設の供用日及び供用時間は、別表第１のとおりとする。ただし、指定管理

者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。 

２ 指定管理者管理施設以外のスポーツ施設における前項ただし書の規定の適用については、同項

ただし書中「指定管理者は、」とあるのは「市長が」と、「ときは、市長の承認を得て」とあるの
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は「ときは」とする。 

（勤労身体障害者体育センターの使用者の範囲） 

第３条 勤労身体障害者体育センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び富山

県療育手帳交付要綱（昭和４９年富山県告示第１６５号）第４条の規定により療育手帳の交付

を受けている者並びにその介護者 

(2) 前号に掲げる者で構成された団体 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項に掲げる者の使用に支障がない限りにおいて、

センターを同項に掲げる者以外の者に使用させることができる。 

（使用の承認） 

第４条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者（指定管理者管理施設以

外のスポーツ施設にあっては、市長。次条、第６条第１項及び第１１条において同じ。）の承認

を受けなければならない。 

２ 前項の承認には、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の不承認） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しない

ものとする。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、施設の管理上特に支障があるとき。 

（使用の承認の取消し等） 

第６条 指定管理者は、第４条の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツ施設の使用の承認を取り消し、又は使用

を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 
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(3) 第４条第２項の規定による承認の条件に違反したとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者（指定管理者管理施設以外のス

ポーツ施設にあっては、市）はその賠償の責めを負わない。 

（使用料等） 

第７条 別表第２に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。

この場合において、当該使用料の額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上

１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。 

２ 別表第３に掲げる施設の使用者は、指定管理者に当該施設の使用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を納付しなければならない。 

３ 利用料金は、法第２４４条の２第８項の規定により指定管理者の収入とする。 

４ 利用料金は、別表第３に定める額（この額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、

５円以上１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げた額）を超えない範囲内にお

いて、指定管理者が法第２４４条の２第９項後段の規定により市長の承認を受けて定める額とす

る。 

５ 指定管理者は、前項の利用料金を定めたときは、これを公表しなければならない。 

６ 使用料又は利用料金（以下「使用料等」という。）の算定については、別表第２又は別表第３に

定めるもののほか、次に定めるところによる。 

(1) 使用時間が超過した場合における１時間未満の端数は、１時間として計算する。 

(2) 使用時間の短縮による使用料等は、減額しない。 

７ 使用料等は、前納とする。ただし、市長（第２条の表５６の項及び５７の項に掲げるスポーツ

施設にあっては指定管理者。次条及び第９条第３号において同じ。）が相当の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

（使用料等の減免） 

第８条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料等を減免することができる。 

（使用料等の還付） 

第９条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料

の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。 
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(2) 使用期日の１０日前までに使用の取消しを申し出たとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備等） 

第１１条 使用者は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらか

じめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１２条 使用者は使用が終ったとき（第６条第１項の規定により使用の承認を取り消されたとき

を含む。）は、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。 

（駐車場の使用料） 

第１３条 富山市総合体育館の駐車場（以下単に「駐車場」という。）を使用する者は、使用料を納

付しなければならない。ただし、富山市総合体育館の使用の承認を受けた者が規則で定める時間

内に駐車場を使用する場合は、無料とする。 

２ 駐車場の使用料は、別表第４に定めるところにより算定した額とする。 

３ 市長は、公益のため富山市総合体育館を使用する場合で特別の理由があると認めるときは、駐

車場の使用料を減免することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、駐車場の使用料の納付方法その他駐車場の使用に関し必要な事項

は、別に定める。 

（損害賠償） 

第１４条 施設又は附属施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を

賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部

を免除することができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市体育施設条例（昭和３９年富山市条例第１

１号）、大沢野町体育施設設置条例（昭和３８年大沢野町条例第１４号）、大沢野町武道館設置条

例（昭和５１年大沢野町条例第２６号）、大沢野町青少年体育センター設置条例（平成１５年大

沢野町条例第１号）、大山町営体育施設条例（昭和４３年大山町条例第１９号）、八尾町社会体育

館設置及び管理条例（昭和４３年八尾町条例第２５９号）、八尾町 B＆G海洋センターの設置及び

管理に関する条例（平成８年八尾町条例第１号）、八尾町ゆめの森テニスコート設置及び管理条

例（平成１０年八尾町条例第１号）、八尾スポーツアリーナ設置及び管理に関する条例（平成１

１年八尾町条例第１６号）、婦中町民体育館条例（昭和５３年婦中町条例第８号）、婦中町武道館

条例（平成６年婦中町条例第３０号）、婦中スポーツプラザ条例（平成６年婦中町条例第１７号）、

山田村営体育施設条例（昭和６１年山田村条例第１号）又は細入村体育施設設置条例（平成４年

細入村条例第１７号）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の

相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３６５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市スポーツ施設条例第４条第

１項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の

富山市スポーツ施設条例第４条第１項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認

の申請とみなす。 

附 則（平成１７年１２月２２日富山市条例第３７９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２６日富山市条例第７１号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

（平成１８年１０月３１日教委規則第５号で平成１８年１１月９日から施行） 

附 則（平成１９年３月２６日富山市条例第２５号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日富山市条例第４１号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２１年３月２３日富山市条例第１８号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日富山市条例第１９号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年９月２８日富山市条例第５０号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第２条の表の改正規定、第２条の２の

改正規定（「３９の項まで、４２の項から４８の項まで、５１の項から５４の項まで、５７の項、５

８の項、６１の項及び６２の項」を「４０の項まで、４３の項から４９の項まで、５２の項から５

５の項まで、５８の項、５９の項、６２の項及び６３の項」に改める部分に限る。）、第２条の３第

３号の改正規定、第７条第６項の改正規定、別表第１の改正規定（屋内競技場の項を加える部分に

限る。）及び別表第２の改正規定は、同年７月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２６日富山市条例第１４号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日富山市条例第６３号） 

この条例中第２条の表１２の項の改正規定は平成２５年１月５日から、別表第１の改正規定（大

沢野弓道場の項を削る部分を除く。）は同年４月１日から、その他の規定は公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日富山市条例第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年６月１日から施行する。ただし、第１条中富山市スポーツ施設条例第

２条の改正規定、第７条の改正規定及び別表第１の改正規定並びに次項の規定は同年４月１日か

ら、第２条の規定は同年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２８日富山市条例第２８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年８月１５日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日富山市条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成２６年４月１日から、第２条の規定は規則で定める日から施行

する。 

（平成２６年４月１５日規則第４５号で平成２６年５月１日から施行） 
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（経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前に駐車場に入場し、同日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用

料の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年９月２９日富山市条例第５０号） 

この条例は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第４項の規定による換地

処分の公告があった日の翌日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１６日富山市条例第６６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日富山市条例第２６号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月１７日富山市条例第５４号） 

この条例は、平成２８年９月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日富山市条例第２１号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日富山市条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（富山市婦中パークゴルフ広場条例の廃止） 

２ 富山市婦中パークゴルフ広場条例（平成１７年富山市条例第３２９号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の富山市婦中パークゴルフ広場条

例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の富山市スポーツ施設条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成３０年９月２７日富山市条例第５３号） 

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日富山市条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 
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（富山市スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 施行日前に駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自動車に係る使用料の額につ

いては、なお従前の例による。 

別表第１（第２条の４関係） 

施設名 供用日 供用時間 

総合体育館 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後７時）まで 

東富山体育館及

び２０００年体

育館 

１月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあ

っては、午後５時）まで 

勤労身体障害者

体育センター及

び花木体育セン

ター 

１月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあ

っては、午後５時）まで 

市民球場 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時まで 

市民プール １月５日から１２月２７日までの日 (1) 個人及び団体の場合 

ア 日曜日及び休日 午前１０時から午

後７時まで 

イ ア以外の日 午前１０時から午後９

時３０分まで 

(2) 大会等の場合 午前９時から午後９時

３０分まで 

東富山温水プー

ル 

１月５日から１２月２７日までの日 (1) 個人及び団体の場合 

ア 日曜日及び休日 午前１０時から午

後４時３０分まで 

イ 土曜日（この日が休日に当たるとき

を除く。）及び夏期期間（日曜日及び休

日を除く。） 午前１０時から午後８時

まで 
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ウ ア及びイ以外の日 正午から午後８

時まで 

(2) 大会の場合 午前９時から午後９時ま

で 

北部プール １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時まで 

北部錬成館 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時まで 

水橋錬成館 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時まで 

大久保運動広場 全日 午前６時から午後６時まで 

東富山運動広場 ３月１日から１２月２７日までの日 (1) ６月から９月までの日 午前９時から

午後７時（日曜日及び休日にあっては、

午後５時）まで 

(2) (1)以外の日 午前９時から午後５時

まで 

その他の運動広

場 

全日 午前６時から午後６時まで 

馬場記念公園庭

球場、石坂庭球

場、五艘庭球場

及び布瀬南公園

庭球場 

３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時まで 

蜷川庭球場、月

岡庭球場、呉羽

庭球場及び西番

庭球場 

３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時まで 

星井町庭球場 ３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時まで 

城東ふれあい公

園庭球場 

１月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時（６月から９月までの

日にあっては、午後７時）まで 

東富山運動広場

庭球場 

３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあ

っては、午後５時）まで 
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相撲場 全日 午前９時から午後５時まで 

屋内ゲートボー

ル場 

１月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時まで 

パークゴルフ場

及び常願寺川パ

ークゴルフ場 

４月上旬から１２月中旬までの期間で市長

が定める日 

(1) ５月から８月までの日 午前８時から

午後７時まで 

(2) (1)以外の日 午前９時から午後５時

まで 

屋内競技場 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

大沢野青少年体

育センター 

１月４日から１２月２８日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときは、

その翌日）を除く。 

午後１時から午後９時（土曜日にあっては、

午前９時から午後９時、日曜日及び休日にあ

っては、午前９時から午後５時）まで 

下夕南部体育館 全日 午前９時から午後９時まで 

下夕北部体育館 全日 午前９時から午後９時まで 

大沢野総合運動

公園野球場及び

大沢野総合運動

公園陸上競技場 

４月１日から１１月３０日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときは、

その翌日）を除く。 

午前９時から午後５時まで 

大沢野グラウン

ド 

３月から１２月までの日 午前９時から午後７時まで 

大沢野プール ７月中旬から８月下旬までの期間で市長が

定める日 

午前１０時から午後４時まで 

大沢野武道館 １月４日から１２月２８日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときは、

その翌日）を除く。 

午後１時から午後９時（土曜日にあっては、

午前９時から午後９時、日曜日及び休日にあ

っては、午前９時から午後５時）まで 

西大沢運動広

場、下夕南部グ

ラウンド及び下

タ北部グラウン

３月から１１月までの日 午前９時から午後９時まで 
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ド 

大山社会体育館

及び大山総合体

育センター 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときを除

く。）を除く。 

午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

大山B＆G海洋セ

ンター体育館 

全日 午前９時から午後９時まで 

大山B＆G海洋セ

ンタープール 

５月中旬から９月までの期間で市長が定め

る日。ただし、８月１５日を除く。 

午前９時から午後４時まで 

大山総合グラウ

ンド 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときを除

く。）を除く。 

午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

立山山麓運動広

場 

４月１日から１１月３０日までの日 午前９時から午後５時まで 

大山テニスコー

ト 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときを除

く。）を除く。 

午前９時から午後５時まで 

八尾スポーツア

リーナ 

１月４日から１２月２８日までの日 午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

スポーツ・カヌ

ーセンター 

１月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時３０分まで 

八尾B＆G海洋セ

ンタープール 

１月４日から１２月２８日までの日 午前１０時から午後９時まで 

八尾ゆめの森テ

ニスコート 

４月１日から１１月３０日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときは、

その翌日）を除く。 

午後１時から午後９時（土曜日にあっては、

午前９時から午後９時、日曜日及び休日にあ

っては、午前９時から午後５時）まで 

婦中体育館 １月５日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

婦中体育館音川

分館 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、月曜日（この日が休日に当たるときを除

午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 



 33 

く。）を除く。 

婦中スポーツプ

ラザプール 

７月中旬から８月下旬までの期間で市長が

定める日 

午前１０時から午後４時まで 

婦中スポーツプ

ラザグラウンド 

３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後９時まで 

婦中スポーツプ

ラザテニスコー

ト 

３月１日から１２月２７日までの日 午前９時から午後５時まで 

婦中武道館 １月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、火曜日（この日が休日に当たるときを除

く。）を除く。 

午前９時から午後９時３０分（日曜日及び休

日にあっては、午後５時）まで 

ストリートスポ

ーツパーク 

１月５日から１２月２７日までの日 午後１時から午後８時（土曜日にあっては午

前１０時から午後８時、日曜日及び休日にあ

っては午前１０時から午後７時）まで 

婦中パークゴル

フ場 

４月１日から１１月３０日までの日。ただ

し、火曜日（この日が休日に当たるときは、

その翌日）を除く。 

午前９時から午後５時まで 

山田総合体育セ

ンター 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、次に掲げる日を除く。 

(1) 月曜日（この日が休日に当たるときを

除く。） 

(2) 休日の翌日（この日が日曜日、土曜日

又は休日に当たるときを除く。） 

午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあ

っては、午後５時）まで 

山田総合グラウ

ンド 

１月５日から１２月２７日までの日。ただ

し、次に掲げる日を除く。 

(1) 月曜日（この日が休日に当たるときを

除く。） 

(2) 休日の翌日（この日が日曜日、土曜日

又は休日に当たるときを除く。） 

午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあ

っては、午後５時）まで 
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猪谷プール ７月中旬から８月下旬までの期間で市長が

定める日 

午前１０時から午後４時まで 

備考 

１ この表において「その他の運動広場」とは、蜷川ちびっこ運動場、和合運動広場、五艘運

動広場、呉羽運動広場、西番運動広場及び奥田北少年サッカー広場をいう。 

２ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう。 

３ この表において「夏期期間」とは、７月下旬から８月下旬までの期間のうち市長が定める

期間をいう。 

別表第２（第７条関係） 

１ 総合体育館 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

個人 第１アリーナ、第２アリ

ーナ、卓球練習場及びラ

ンニングコース 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

２３０ １２０ 

小人（小学生及び中学

生） 

１１０ ７０ 

体操練習場、弓道練習場

及びボクシング室 

大人（高校生以上） ３４０ １８０ 

小人（小学生及び中学

生） 

１８０ ８０ 

フィットネスルーム 大人（高校生以上） ４５０ ２４０ 

小人（中学生） ２３０ １２０ 

軽運動室 大人（高校生以上） １１０ ７０ 

小人（小学生及び中学

生） 

７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

期 間

使 用

体操練習場、弓道練習場

及びボクシング室 

大人（高校生以上） １２月券 １６，９４０  

小人（小学生及び中学 ８，４８０ 
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券 生） 

フィットネスルーム 大人（高校生以上） １月券 ５，６４０ 

３月券 １１，３００ 

６月券 １６，９４０ 

１２月券 ２２，５９０ 

小人（中学生） １月券 ２，８２０ 

３月券 ５，６４０ 

６月券 ８，４８０ 

１２月券 １１，３００ 

備考 

１ ランニングコース以外の施設（軽運動室を除く。）の使用に伴いランニングコースを使用

する場合のランニングコースの使用料は、無料とする。 

２ フィットネスルームの使用に伴い軽運動室を使用する場合の軽運動室の使用料は、無料と

する。 

３ 市外に住所を有する者の期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

４ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

５ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限り施設（フィットネスル

ームにおいては、市民プール及び市民球場のフィットネスルームを含む。）を使用すること

ができる。 

６ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

第 １

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

入 場

無 料

の 場

合 

５，６４０ ５，６４０ ５，６４０ ５，６４０ ５，６４０ ７，０６０ ３，３９０ 
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ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

有 料

の 場

合 

１６，９４

０ 

１６，９４

０ 

１６，９４

０ 

１６，９４

０ 

１６，９４

０ 

２１，１８

０ 

１０，１７０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

２２，５９

０ 

２２，５９

０ 

２２，５９

０ 

２２，５９

０ 

２２，５９

０ 

２８，２４

０ 

１３，５５０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１０５，８

８０ 

１０５，８

８０ 

１０５，８

８０ 

１０５，８

８０ 

１０５，８

８０ 

１３２，３

５０ 

６３，５３０ 

興行のため

使用すると

き 

１５８，８

２０ 

１５８，８

２０ 

１５８，８

２０ 

１５８，８

２０ 

１５８，８

２０ 

１９８，５

２０ 

９５，２９０ 

第 ２

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ３，２９０ １，５９０ 

入 場

有 料

の 場

合 

７，９５０ ７，９５０ ７，９５０ ７，９５０ ７，９５０ ９，８８０ ４，７７０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

入 場

無 料

の 場

合 

１０，５９

０ 

１０，５９

０ 

１０，５９

０ 

１０，５９

０ 

１０，５９

０ 

１３，２４

０ 

６，３６０ 

入 場

有 料

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

３５，２９

０ 

１７，６５０ 
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き の 場

合 

興行のため

使用すると

き 

４４，１２

０ 

４４，１２

０ 

４４，１２

０ 

４４，１２

０ 

４４，１２

０ 

５２，９４

０ 

２６，４７０ 

体操練習場 ２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ２，６５０ ３，２９０ １，５９０ 

弓道練習場 ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，４２０ 

ボクシング室 １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ７００ 

軽運動室 １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ７００ 

研修室（１から３

までの各室） 

３，０６０ ３，０６０ ３，０６０ ３，０６０ ３，０６０ ３，７７０ １，８４０ 

備考 

１ 第１アリーナの２分の１又は４分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額の

それぞれ５０パーセント又は２５パーセントに相当する額とする。 

２ 第２アリーナの２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額の

それぞれ５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 

３ 第１アリーナ又は第２アリーナを大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又

は翌日に使用する場合は、この表に定める額（備考１又は備考２の適用を受ける場合は、

それぞれその適用後の額）のそれぞれ３０パーセントに相当する額とする。 

４ 冷房又は暖房期間中に第１アリーナ若しくは第２アリーナ（それぞれその全面を専用使用

する場合に限る。）、体操練習場、ボクシング室、軽運動室又は研修室を使用する場合は、

この表に定める額のそれぞれ２０パーセントに相当する額を加算する。 

５ 附属設備の使用料については、別に定める。 

２ 東富山体育館及び２０００年体育館 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につき １１０ ７０ 

小人（小学生及び中学 ７０ ３０ 
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生） 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

回数券 １１０円券 １１枚つづり ８８０  

７０円券 ５１０ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

２ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）

（１時間につ

き） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時 

アマチ

ュアス

ポーツ

に使用

すると

き 

入場無

料の場

合 

１，７７０ １，７７０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９４０ ２，９４０ １，３００ 

入場有

料の場

合 

３，５３０ ３，５３０ ４，７１０ ４，７１０ ５，８９０ ５，８９０ ２，５９０ 

その他

の催し

に使用

すると

き 

入場無

料の場

合 

８，８２０ ８，８２０ １１，７６０ １１，７６０ １４，７１０ １４，７１０ ６，４７０ 

入場有

料の場

合 

１７，６５０ １７，６５０ ２３，５３０ ２３，５３０ ２９，４２０ ２９，４２０ １２，９５０ 

備考 

１ 施設の２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれぞれ

５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額（備考１の適用を受ける場合は、その適用後の額）の３０パーセントに相当する
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額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

３ 市民球場 

(1) グラウンド 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）

（１時間につ

き） 

９時～１２

時 

１３時～１

７時 

１８時～２

１時 

９時～１７

時 

１３時～２

１時 

９時～２１

時 

アマチ

ュアス

ポーツ

に使用

すると

き 

入場無

料の場

合 

７，０６０ ９，４２０ ７，０６０ １６，４７０ １６，４７０ ２３，５３０ ２，３５０ 

入場有

料の場

合 

３５，２９０ ４７，０６０ ３５，２９０ ８２，３５０ ８２，３５０ １１７，６４

０ 

１１，７６０ 

その他

の催し

に使用

すると

き 

入場無

料の場

合 

７０，５９０ ９４，１２０ ７０，５９０ １６４，７０

０ 

１６４，７０

０ 

２３５，２８

０ 

２３，５３０ 

入場有

料の場

合 

１７６，４６

０ 

２３５，２８

０ 

１７６，４６

０ 

４１１，７４

０ 

４１１，７４

０ 

５８８，２０

０ 

５８，８２０ 

備考 

１ アマチュアスポーツで練習のために使用する場合は、この表に定める額の５０パーセント

に相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

３ 照明設備、スコアボードその他の附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 研修室 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）

（１時間につ

き） 

９時～１２

時 

１３時～１

７時 

１８時～２

１時 

９時～１７

時 

１３時～２

１時 

９時～２１

時 
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小研修室（１か

ら４までの各

室） 

３，１８０ ４，２４０ ３，１８０ ７，４２０ ７，４２０ １０，５９０ １，０６０ 

大研修室 ８，８２０ １１，７６０ ８，８２０ ２０，５９０ ２０，５９０ ２９，４２０ ２，９５０ 

備考 

１ 冷房又は暖房期間中に使用する場合は、この表に定める額の２０パーセントに相当する額

を加算する。 

２ グラウンドの使用（練習のための使用を除く。）に伴い使用する場合は、無料とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(3) その他の施設 

種別 単位 金額（円） 

屋内練習場 アマチュアスポーツに使用するとき １時間につき ９４０ 

その他の催しに使用するとき ４，７１０ 

サブグラウンド アマチュアスポーツに使用するとき １時間につき １，１８０ 

その他の催しに使用するとき １１，７６０ 

フィットネスルー

ム１ 

専用使用 １時間につき １，１８０ 

フィットネスルー

ム１・フィットネス

ルーム２共通 

個人使用 大人（高校生以上） ２時間につき １８０ 

小人（中学生） １１０ 

回数券 １８０円券 １１枚つづり １，４００ 

１１０円券 ８８０ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

２ フィットネスルーム１又はフィットネスルーム２を個人使用した場合の超過料金は、１時

間につき大人は９０円、小人は６０円とする。 

３ 冷房又は暖房期間中にフィットネスルーム１の使用（専用使用の場合に限る。）をする場

合は、この表に定める額の２０パーセントに相当する額を加算する。 

４ グラウンドの使用（練習のための使用を除く。）に伴い屋内練習場又はサブグラウンドを
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使用する場合は、無料とする。 

４ 市民プール 

(1) プール、フィットネスルーム及びスポーツサウナ室 

ア 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

個人 プール 大人（高校生以上） ２時間につ

き 

４５０ ２４０ 

小人（中学生以下） １８０ ８０ 

フィットネスルーム 大人（高校生以上） ４５０ ２４０ 

小人（中学生） ２３０ １２０ 

スポーツサウナ室 大人（高校生以上） １回につき ４８０  

小人（中学生以下） ２４０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

期 間

使 用

券 

プール 大人（高校生以上） １月券 ５，６４０  

３月券 １１，３００ 

６月券 １６，９４０ 

１２月券 ２２，５９０ 

小人（中学生以下） １月券 ２，１２０ 

３月券 ４，２４０ 

６月券 ６，３６０ 

１２月券 ８，４８０ 

フィットネスルーム 大人（高校生以上） １月券 ５，６４０ 

３月券 １１，３００ 

６月券 １６，９４０ 

１２月券 ２２，５９０ 

小人（中学生） １月券 ２，８２０ 

３月券 ５，６４０ 

６月券 ８，４８０ 
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１２月券 １１，３００ 

プール・フィットネスル

ーム共通 

大人（高校生以上） １月券 ６，７９０ 

３月券 １３，５５０ 

６月券 ２０，３３０ 

１２月券 ２７，１００ 

小人（中学生） １月券 ２，９６０ 

３月券 ５，９３０ 

６月券 ８，９００ 

１２月券 １１，８６０ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

２ プールの使用に併せてフィットネスルームを使用する場合又はプール若しくはフィット

ネスルームの使用に併せてスポーツサウナ室を使用する場合は、それぞれこの表に定める

額の合計額の６０パーセントに相当する額とする。 

３ 団体による使用は、プール及びフィットネスルームに限る。 

４ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

５ プールの期間使用券によるプールの使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りプー

ル（東富山温水プールを含む。）を使用することができる。 

６ フィットネスルームの期間使用券によるフィットネスルームの使用者は、１日につき１回

（２時間以内）に限りフィットネスルーム（総合体育館及び市民球場のフィットネスルー

ムを含む。）を使用することができる。 

７ プール・フィットネスルーム共通の期間使用券による使用者は、１日につきプール（東富

山温水プールを含む。）及びフィットネスルーム（総合体育館及び市民球場のフィットネス

ルームを含む。）をそれぞれ１回（２時間以内）に限り使用することができる。 

イ 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）

（１時間につ

き） 

９時～１２

時 

１３時～１

７時 

１８時～２

１時３０分 

９時～１７

時 

１３時～２

１時３０分 

９時～２１

時３０分 
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５０メ

ートル

プール 

入場無

料の場

合 

２８，２４０ ３５，２９０ ５６，４７０ ６３，５３０ ９１，７６０ １１９，９９

０ 

１１，３００ 

入場有

料の場

合 

７７，６４０ ９８，８２０ １５７，６４

０ 

１７６，４６

０ 

２５６，４５

０ 

３３４，１０

０ 

３１，０６０ 

２５メ

ートル

プール 

入場無

料の場

合 

１４，１２０ １７，６５０ ２８，２４０ ３１，７７０ ４５，８９０ ６０，０１０ ５，６４０ 

入場有

料の場

合 

３８，８３０ ４９，４１０ ７８，８３０ ８８，２４０ １２８，２３

０ 

１６７，０５

０ 

１５，５３０ 

備考 

１ ５０メートルプールの２分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額の５０パ

ーセントに相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額（備考１の適用を受ける場合は、その適用後の額）の３０パーセントに相当する

額とする。 

３ ５０メートルプールの使用に併せて２５メートルプールを使用する場合の２５メートル

プールの使用料の額は、この表に定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

４ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 研修室及び多目的ホール 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）

（１時間につ

き） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

研修室（１及び

２の各室） 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，４２０ 

多目的ホール

（１及び２の

３，５３０ ３，５３０ ３，５３０ ３，５３０ ３，５３０ ４，３５０ ２，１２０ 
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各室） 

備考 

１ ５０メートルプールの使用に伴い研修室又は多目的ホールを使用する場合は、無料とする。 

２ 冷房又は暖房期間中に使用する場合は、この表に定める額の２０パーセントに相当する額

を加算する。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

５ 東富山温水プール 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につき ２３０ １２０ 

小人（中学生以下） １１０ ７０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

回数券 ２３０円券 １１枚つづり １，８４０  

１１０円券 ８８０ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ２，８２０ 

３月券 ５，６４０ 

６月券 ８，４８０ 

１２月券 １１，３００ 

小人（中学生以下） １月券 １，４２０ 

３月券 ２，８２０ 

６月券 ４，２４０ 

１２月券 ５，６４０ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５

パーセントに相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りプールを使用すること

ができる。 
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(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１２

時 

１３時～１

７時 

１８時～２

１時 

９時～１７

時 

１３時～２

１時 

９時～２１

時 

入場無料の場合 ９，４２０ １１，７６

０ 

１８，８３

０ 

２１，１８

０ 

３０，５９

０ 

４０，００

０ 

３，１８０ 

入場有料の場合 ２３，５３

０ 

２８，２４

０ 

４７，０６

０ 

５１，７７

０ 

７５，２９

０ 

９８，８２

０ 

７，８９０ 

６ 北部プール 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につき ７０ ３０ 

小人（中学生以下） ３０ ２０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

期間使用券 大人（高校生以上） ６月券 ２，１２０  

１２月券 ２，８２０ 

小人（中学生以下） ６月券 １，２８０ 

１２月券 １，７００ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りプールを使用すること

ができる。 

７ 東富山運動広場 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間に

つき） 

運動広場 ２時間につき １，１８０ ５９０ 

備考 この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か
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ら１５時まで、１５時から１７時まで又は１７時から１９時までのいずれかの時間をいう。 

８ 馬場記念公園庭球場、石坂庭球場、蜷川庭球場、五艘庭球場、呉羽庭球場、星井町庭球場、

布瀬南公園庭球場、西番庭球場、城東ふれあい公園庭球場及び東富山運動広場庭球場 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

１面 大人（高校生以上） ２時間につき ４５０ ２４０ 

小人（小学生及び中学

生） 

２３０ １２０ 

回数券 ４５０円券 １１枚つづり ３，６００  

２３０円券 １，８４０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで又は１９時から２１時まで

のいずれかの時間をいう。 

２ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

３ 大人と小人が共同で使用する場合の１面の使用料の額は、大人の使用料によるものとする。 

４ 照明設備を使用する場合は、１面につき５５０円を加算する。 

９ 屋内ゲートボール場 

種別 金額（円）（使用時間につき） 

個人使用 大人（高校生以上） １１０ 

小人（中学生以下） ７０ 

専用使用（１面につき） １，１２０ 

備考 この表において「使用時間」とは、９時から１２時まで又は１３時から１７時までのいず

れかの時間をいう。 

１０ パークゴルフ場 

種別 単位 金額（円） 

個人 大人（高校生以上） １ラウンド（１８ホール）に

つき 

５７０ 
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１日につき ８００ 

小人（中学生以下） １ラウンド（１８ホール）に

つき 

２８０ 

１日につき ３９０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

年間使用券 大人（高校生以上） １２月券 １３，１８０ 

小人（中学生以下） ６，５９０ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の年間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

２ 年間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ 年間使用券による使用者は、１日につき１回限り施設を使用することができる。 

１１ 屋内競技場 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

個人 アリーナ、ランニングコ

ース及び多目的ホール 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（小学生及び中学

生） 

７０ ３０ 

屋内グラウンド 大人（高校生以上） ２３０ １２０ 

小人（小学生及び中学

生） 

１１０ ７０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

回 数

券 

２３０円券 １１枚つづ

り 

１，８４０  

１１０円券 ８８０ 

７０円券 ５１０ 

備考 

１ ランニングコース以外の施設の使用に伴いランニングコースを使用する場合のランニン
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グコースの使用料は、無料とする。 

２ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，７７０ １，７７０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９４０ ３，５３０ １，３００ 

入 場

有 料

の 場

合 

３，５３０ ３，５３０ ４，７００ ４，７００ ５，８９０ ７，０６０ ２，５９０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

８，８２０ ８，８２０ １１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１４，７１

０ 

１７，６５

０ 

６，４７０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１７，６５

０ 

１７，６５

０ 

２３，５３

０ 

２３，５３

０ 

２９，４２

０ 

３５，２９

０ 

１２，９５０ 

屋 内

グ ラ

ウ ン

ド 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

入 場

無 料

の 場

合 

２，９５０ ２，９５０ ３，５３０ ３，５３０ ４，１１０ ４，７１０ １，７７０ 

入 場５，８９０ ５，８９０ ７，０６０ ７，０６０ ８，２４０ ９，４２０ ３，５３０ 
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使 用

す る

とき 

有 料

の 場

合 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

１４，７１

０ 

１４，７１

０ 

１７，６５

０ 

１７，６５

０ 

２０，５９

０ 

２３，５３

０ 

８，８２０ 

入 場

有 料

の 場

合 

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

３５，２９

０ 

３５，２９

０ 

４１，１８

０ 

４７，０６

０ 

１７，６５０ 

会議室 ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ７４０ ３００ 

多目的ホール ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ７４０ ３００ 

備考 

１ アリーナの２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれ

ぞれ５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 

２ 屋内グラウンドの３分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額の３４パーセ

ントに相当する額とする。 

３ アリーナ又は屋内グラウンドを大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は

翌日に使用する場合は、この表に定める額（備考１又は備考２の適用を受ける場合は、そ

れぞれその適用後の額）のそれぞれ３０パーセントに相当する額とする。 

４ 冷房又は暖房期間中に会議室又は多目的ホールを使用する場合は、この表に定める額のそ

れぞれ２０パーセントに相当する額を加算する。 

５ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１２ 大沢野総合運動公園野球場 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

入場無料の場

合 

大人（高校生以上） ２時間につき １，４８０ ７３０ 

小人（小学生及び中学生） ８９０ ４４０ 
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入場有料の場

合 

大人（高校生以上） １４，７１０ ７，３５０ 

小人（小学生及び中学生） ８，８２０ ４，４２０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで又は１５時から１７時までのいずれかの時間をいう。 

２ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１３ 大沢野総合運動公園陸上競技場 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（小学生及び中学生） ７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

備考 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間につき） 

入場無料の場合 ２時間につき １，４８０ ７３０ 

入場有料の場合 １７，６５０ ８，８２０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで又は１５時から１７時までのいずれかの時間をいう。 

２ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１４ 西大沢運動広場 

附属設備の使用料については、別に定める。 

１５ 大山社会体育館 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

アリーナ・エア大人（高校生以上） ２時間につ １１０ ７０ 
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ロビクススタ

ジオ 

小人（小学生及び中学生） き ７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

備考 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，７７０ １，７７０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９４０ ３，５３０ １，３００ 

入 場

有 料

の 場

合 

３，５３０ ３，５３０ ４，７１０ ４，７１０ ５，８９０ ７，０６０ ２，５９０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

８，８２０ ８，８２０ １１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１４，７１

０ 

１７，６５

０ 

６，４７０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１７，６５

０ 

１７，６５

０ 

２３，５３

０ 

２３，５３

０ 

２９，４２

０ 

３５，２９

０ 

１２，９５０ 

エアロビクススタ

ジオ 

５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ７４０ ３００ 

備考 

１ アリーナの２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれ

ぞれ５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 
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２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１６ 大山総合体育センター 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

柔道場

又は剣

道場 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（中学生以下） ７０ ３０ 

回数券 １１０円券 １１枚つづ

り 

８８０  

７０円券 ５１０ 

トレー

ニング

ルーム 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１８０ ９０ 

小人（中学生） １１０ ７０ 

回数券 １８０円券 １１枚つづ

り 

１，４００  

１１０円券 ８８０ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ２，１２０ 

３月券 ４，２４０ 

６月券 ６，３６０ 

１２月券 ８，４８０ 

小人（中学生） １月券 １，４２０ 

３月券 ２，８２０ 

６月券 ４，２４０ 

１２月券 ５，６４０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

備考 

１ 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５

パーセントに相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 
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３ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りトレーニングルームを

使用することができる。 

４ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金

（円）（１時

間につき） 

９時～１

１時 

１１時～

１３時 

１３時～

１５時 

１５時～

１７時 

１７時～

１９時 

１９時～

２１時３

０分 

柔道場又

は剣道場 

アマチュアスポー

ツに使用するとき 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ５９０ 

その他の催しに使

用するとき 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，１８０ 

備考 

１ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

２ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１７ 大山B＆G海洋センター体育館 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時

間につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（中学生以下） ７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当す

る額 

備考 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時 
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ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ ２，３５０ ２，３５０ １，１８０ 

入 場

有 料

の 場

合 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ４，７１０ ４，７１０ ２，３５０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

５，８９０ ５，８９０ ５，８９０ ５，８９０ １１，７６

０ 

１１，７６

０ 

５，８９０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１１，７６

０ 

２３，５３

０ 

２３，５３

０ 

１１，７６０ 

備考 

１ アリーナの２分の１又は４分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれ

ぞれ５０パーセント又は２５パーセントに相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

１８ 大山B＆G海洋センタープール 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時

間につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につき １１０ ７０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

１９ 大山テニスコート 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間
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につき） 

１面 大人（高校生以上） ２時間につき ４５０ ２４０ 

小人（小学生及び中学

生） 

２３０ １２０ 

回数券 ４５０円券 １１枚つづり ３，６００  

２３０円券 １，８４０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで又は１５時から１７時までのいずれかの時間をいう。 

２ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

３ 大人と小人で共同して使用する場合の１面の使用料の額は、大人の使用料によるものとす

る。 

２０ 八尾スポーツアリーナ 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

メインアリーナ・

サブアリーナ 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（小学生及び中学生） ７０ ３０ 

トレーニングルー

ム 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１８０ ９０ 

小人（中学生） １１０ ７０ 

回数券 １８０円券 １１枚つづ

り 

１，４００  

１１０円券 ８８０ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ２，１２０ 

３月券 ４，２４０ 

６月券 ６，３６０ 

１２月券 ８，４８０ 

小人（中学生） １月券 １，４２０ 

３月券 ２，８２０ 
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６月券 ４，２４０ 

１２月券 ５，６４０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

備考 

１ 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５

パーセントに相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りトレーニングルームを

使用することができる。 

４ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

メ イ

ン ア

リ ー

ナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

２，８２０ ２，８２０ ３，７７０ ３，７７０ ４，７１０ ５，８９０ ２，０００ 

入 場

有 料

の 場

合 

５，６４０ ５，６４０ ７，５３０ ７，５３０ ９，４２０ １１，７６

０ 

４，０００ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

入 場

無 料

の 場

合 

１４，１２

０ 

１４，１２

０ 

１８，８３

０ 

１８，８３

０ 

２３，５３

０ 

２９，４２

０ 

１０，０００ 

入 場

有 料

２８，２４

０ 

２８，２４

０ 

３７，６５

０ 

３７，６５

０ 

４７，０６

０ 

５８，８２

０ 

２０，０００ 
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き の 場

合 

興行のため

使用すると

き 

５６，４７

０ 

５６，４７

０ 

７５，２９

０ 

７５，２９

０ 

９４，１２

０ 

１１７，６

４０ 

４０，０００ 

サ ブ

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，０６０ １，０６０ １，４２０ １，４２０ １，７７０ ２，１２０ ７００ 

入 場

有 料

の 場

合 

２，１２０ ２，１２０ ２，８２０ ２，８２０ ３，５３０ ４，２４０ １，４２０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

５，３００ ５，３００ ７，０６０ ７，０６０ ８，８２０ １０，５９

０ 

３，５３０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１０，５９

０ 

１０，５９

０ 

１４，１２

０ 

１４，１２

０ 

１７，６５

０ 

２１，１８

０ 

７，０６０ 

興行のため

使用すると

き 

２１，１８

０ 

２１，１８

０ 

２８，２４

０ 

２８，２４

０ 

３５，２９

０ 

４２，３５

０ 

１４，１２０ 

会議室（１又は２

の各室） 

１，４２０ １，４２０ １，４２０ １，４２０ １，４２０ １，７７０ ７００ 

大会議室 １，８９０ １，８９０ １，８９０ １，８９０ １，８９０ ２，３５０ ９４０ 

備考 

１ メインアリーナ及びサブアリーナの２分の１、３分の１又は８分の１の部分を専用使用す
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る場合は、この表に定める額のそれぞれ５０パーセント、３４パーセント又は１３パーセ

ントに相当する額とする。 

２ メインアリーナ又はサブアリーナを大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日

又は翌日に使用する場合は、この表に定める額（備考１の適用を受ける場合は、それぞれ

その適用後の額）のそれぞれ３０パーセントに相当する額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

２１ 婦中体育館 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） 

アリーナ、卓球

室、柔道室又は

剣道室 

大人（高校生以上） ２時間につき １１０ ７０ 

小人（小学生及び中学生） ７０ ３０ 

回数券 １１０円券 １１枚つづり ８８０  

７０円券 ５１０ 

トレーニングル

ーム 

大人（高校生以上） ２時間につき １８０ ９０ 

小人（中学生） １１０ ７０ 

回数券 １８０円券 １１枚つづり １，４００  

１１０円券 ８８０ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ２，１２０ 

３月券 ４，２４０ 

６月券 ６，３６０ 

１２月券 ８，４８０ 

小人（中学生） １月券 １，４２０ 

３月券 ２，８２０ 

６月券 ４，２４０ 

１２月券 ５，６４０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相

当する額 

備考 
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１ 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５

パーセントに相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ 期間使用券による使用者は、１日につき１回（２時間以内）に限りトレーニングルームを

使用することができる。 

４ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

ア リ

ーナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，７７０ １，７７０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９４０ ３，５３０ １，３００ 

入 場

有 料

の 場

合 

３，５３０ ３，５３０ ４，７１０ ４，７１０ ５，８９０ ７，０６０ ２，５９０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

８，８２０ ８，８２０ １１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１４，７１

０ 

１７，６５

０ 

６，４７０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１７，６５

０ 

１７，６５

０ 

２３，５３

０ 

２３，５３

０ 

２９，４２

０ 

３５，２９

０ 

１２，９５０ 

卓球室、柔道

室又は剣道

室 

入 場

無 料

の 場

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ５９０ 
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合 

入 場

有 料

の 場

合 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，１８０ 

会議室 入 場

無 料

の 場

合 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ５９０ 

入 場

有 料

の 場

合 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，１８０ 

備考 

１ アリーナの２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれ

ぞれ５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

２２ 婦中スポーツプラザプール 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（中学生以下） ７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

回数券 １１０円券 １１枚つづ

り 

８８０  

７０円券 ５１０ 

備考 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 
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２３ 婦中スポーツプラザグラウンド 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間に

つき） 

半面 ２時間につき ５９０ ３００ 

全面 １，１８０ ５９０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで又は１９時から２１時まで

のいずれかの時間をいう。 

２ 附属設備の使用料については、別に定める。 

２４ 婦中スポーツプラザテニスコート 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

１面 大人（高校生以上） ２時間につき ４５０ ２４０ 

小人（小学生及び中学

生） 

２３０ １２０ 

回数券 ４５０円券 １１枚つづり ３，６００  

２３０円券 １，８４０ 

備考 

１ この表において「２時間」とは、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時か

ら１５時まで又は１５時から１７時までのいずれかの時間をいう。 

２ 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

３ 大人と小人が共同で使用する場合の１面の使用料の額は、大人の使用料によるものとする。 

２５ 婦中武道館 

(1) 個人の場合 

種別 単位 金額（円） 

大人（高校生以上） ２時間につき １１０ 

小人（中学生以下） ７０ 
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(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時３０分 

柔 道

場 又

は 剣

道場 

スポーツに

使用すると

き 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，４８０ ５９０ 

その他の催

しに使用す

るとき 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９５０ １，１８０ 

備考 附属設備の使用料については、別に定める。 

２６ ストリートスポーツパーク 

(1) 個人の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

スケートゾ

ーン 

大人（高校生以上） １回につき ４１０  

小人（中学生以下） ２００ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ５，０９０ 

３月券 １０，１９０ 

６月券 １５，２８０ 

小人（中学生以下） １月券 ２，５５０ 

３月券 ５，０９０ 

６月券 ７，６４０ 

ボルダリン

グゾーン 

大人（高校生以上） ２時間につ

き 

３１０ １５０ 

小人（中学生以下） １５０ ８０ 

期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ３，８７０  

３月券 ７，７４０ 

６月券 １１，６２０ 

小人（中学生以下） １月券 １，９４０ 
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３月券 ３，８７０ 

６月券 ５，８１０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

備考 

１ 市外に住所を有する者の期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセント

に相当する額を加算した額とする。 

２ 期間使用券は、個人使用の場合に限る。 

３ ボルダリングゾーンの期間使用券によるボルダリングゾーンの使用者は、１日につき１回

（２時間以内）に限りボルダリングゾーンを使用することができる。 

４ 附属設備の使用料については、別に定める。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） １０時～１２

時 

１２時～１４

時 

１４時～１６

時 

１６時～１８

時 

１８時～２０

時 

フ ァ

ミ リ

ー エ

リア、

ス ト

リ ー

ト エ

リ ア

及 び

ボ ウ

ル エ

リア 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

４，０８０ ４，０８０ ４，０８０ ４，０８０ ５，０９０ ２，５５０ 

入 場

有 料

の 場

合 

８，１５０ ８，１５０ ８，１５０ ８，１５０ １０，１９０ ５，０９０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

２０，３７０ ２０，３７０ ２０，３７０ ２０，３７０ ２５，４７０ １２，７３０ 

入 場

有 料

の 場

４０，７４０ ４０，７４０ ４０，７４０ ４０，７４０ ５０，９３０ ２５，４７０ 
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合 

ボ ル

ダ リ

ン グ

ゾ ー

ン 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

３，０６０ ３，０６０ ３，０６０ ３，０６０ ３，８２０ １，９２０ 

入 場

有 料

の 場

合 

６，１２０ ６，１２０ ６，１２０ ６，１２０ ７，６４０ ３，８３０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

１５，２８０ １５，２８０ １５，２８０ １５，２８０ １９，１００ ９，５８０ 

入 場

有 料

の 場

合 

３０，５６０ ３０，５６０ ３０，５６０ ３０，５６０ ３８，２００ １９，１５０ 

ダ ン

ス ゾ

ーン 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

２，０４０ ２，０４０ ２，０４０ ２，０４０ ２，５５０ １，２８０ 

入 場

有 料

の 場

合 

４，０８０ ４，０８０ ４，０８０ ４，０８０ ５，０９０ ２，５５０ 

そ の

他 の

催 し

に 使

入 場

無 料

の 場

合 

１０，１９０ １０，１９０ １０，１９０ １０，１９０ １２，７３０ ６，３７０ 
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用 す

る と

き 

入 場

有 料

の 場

合 

２０，３７０ ２０，３７０ ２０，３７０ ２０，３７０ ２５，４７０ １２，７３０ 

備考 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額のそれぞれ３０パーセントに相当する額とする。 

２７ 山田総合体育センター 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 超過料金（円）（１時間

につき） 

個人 大人（高校生以上） ２時間につ

き 

１１０ ７０ 

小人（小学生及び中学生） ７０ ３０ 

団体 ２０人以上 １人当たり個人所定料金の８０パーセントに相当する額 

回数券 １１０円券 １１枚つづ

り 

８８０  

７０円券 ５１０ 

備考 市外に住所を有する者の回数券の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相

当する額を加算した額とする。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時 

大 ア

リ ー

ナ 

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

とき 

入 場

無 料

の 場

合 

１，７７０ １，７７０ ２，３５０ ２，３５０ ２，９４０ ２，９４０ １，３００ 

入 場

有 料

の 場

合 

３，５３０ ３，５３０ ４，７１０ ４，７１０ ５，８９０ ５，８９０ ２，５９０ 
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そ の

他 の

催 し

に 使

用 す

る と

き 

入 場

無 料

の 場

合 

８，８２０ ８，８２０ １１，７６

０ 

１１，７６

０ 

１４，７１

０ 

１４，７１

０ 

６，４７０ 

入 場

有 料

の 場

合 

１７，６５

０ 

１７，６５

０ 

２３，５３

０ 

２３，５３

０ 

２９，４２

０ 

２９，４２

０ 

１２，９５０ 

柔 道

場 又

は 剣

道場 

アマチュア

スポーツに

使用すると

き 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ ５９０ 

その他の催

しに使用す

るとき 

２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ ２，３５０ １，１８０ 

トレーニングルー

ム 

１，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ ５９０ 

児童体育室 ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ １９０ 

研修室 １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ ５９０ 

備考 

１ 大アリーナの２分の１又は６分の１の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそ

れぞれ５０パーセント又は１７パーセントに相当する額とする。 

２ 大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に

定める額の３０パーセントに相当する額とする。 

３ 附属設備の使用料については、別に定める。 

２８ 山田総合グラウンド 

種別 使用時間区分による金額（円） 超 過 料 金

（円）（１時

間につき） 

９時～１１

時 

１１時～１

３時 

１３時～１

５時 

１５時～１

７時 

１７時～１

９時 

１９時～２

１時 
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グラウン

ド 

半面 ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ５９０ ３００ 

全面 １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ １，１８０ ５９０ 

運動広場 ３分の１面 ３２０ ３２０ ３２０ ３２０  １７０ 

半面 ４７０ ４７０ ４７０ ４７０ ２４０ 

全面 ９４０ ９４０ ９４０ ９４０ ４７０ 

備考 附属設備の使用料については、別に定める。 

２９ スポーツ施設使用カード 

種別 単位 金額（円） 

５，５００円相当券 １枚につき ４，０００ 

３，３００円相当券 ２，４００ 

２，２００円相当券 １，６００ 

備考 

１ 市外に住所を有する者の使用料の額は、この表に定める額の２５パーセントに相当する額

を加算した額とする。 

２ 個人使用の場合に限る。 

３ カードを使用できる施設は、別に定める。 

別表第３（第７条関係） 

１ 八尾B＆G海洋センタープール 

(1) 個人及び団体の場合 

種別 単位 金額（円） 

個人 大人（高校生以上） １回２時間につき ３４０ 

小人（小学生及び中学生） ２３０ 

小人（未就学児） １１０ 

団体（２０人以上） 大人（高校生以上） １回２時間につき１人 ２８０ 

小人（小学生及び中学生） ２００ 

小人（未就学児） ９０ 

回数券 ３４０円券 １１枚つづり ２，７２０ 

２３０円券 １，８４０ 

１１０円券 ８８０ 
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期間使用券 大人（高校生以上） １月券 ４，０４０ 

小人（小学生及び中学生） ２，６９０ 

小人（未就学児） １，３４０ 

大人（高校生以上） ３月券 １０，７５０ 

小人（小学生及び中学生） ７，１７０ 

小人（未就学児） ３，５９０ 

備考 市外に住所を有する者の回数券及び期間使用券の使用料の額は、この表に定める額の２５

パーセントに相当する額を加算した額とする。 

(2) 大会等の場合 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円）（１

時間につき） ９時～１２時 １３時～１７時 １８時～２１時 

入場無料の場合 ９，４２０ １１，７６０ １８，８３０ ３，１８０ 

入場有料の場合 ２３，５３０ ２８，２４０ ４７，０６０ ７，８９０ 

２ 八尾ゆめの森テニスコート 

(1) テニスコート 

種別 単位 金額（円） 

大人 １面 １時間につき ４５０ 

小人（小学生、中学生及び高校生） ２３０ 

備考 

１ この表において「１時間」とは、９時から１０時まで、１０時から１１時まで、１１時か

ら１２時まで、１２時から１３時まで、１３時から１４時まで、１４時から１５時まで、

１５時から１６時まで、１６時から１７時まで、１７時から１８時まで、１８時から１９

時まで、１９時から２０時まで又は２０時から２１時までのいずれかの時間をいう。 

２ 附属設備の使用料は、別に定める。 

(2) 会議室 

種別 単位 金額（円） 

会議室 １室 １回につき ５７０ 

備考 

１ この表において「１回」とは、９時から１２時まで、１３時から１７時まで又は１７時か
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ら２１時までのいずれかの時間をいう。 

２ 附属設備の使用料は、別に定める。 

別表第４（第１３条関係） 

種別 単位 金額（円） 

基本料金 駐車場に入場した時から１時間ま

でにつき １台 

３３０ 

超過料金 駐車場に入場した時から１時間を

超える時間３０分までごとにつき 

１台 

１１０ 

備考 

１ 第１３条第１項に規定する規則で定める時間を超えて駐車場を使用するときは、この表に

定める超過料金を徴収する。この場合において、この表中「駐車場に入場した時から１時

間を超える時間」とあるのは、「第１３条第１項に規定する規則で定める時間を超える時間」

とする。 

２ 駐車場の閉鎖時刻までに出場しなかったときは、当該閉鎖時刻から次の開始時刻までの分

として、１時間までごとにつき１台１１０円を加算する。この場合において、当該次の開

始時刻からの駐車場の使用に係るこの表の規定の適用については、この表中「駐車場に入

場した時から１時間を超える時間」とあるのは、「当該次の開始時刻から」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


